
(玉L  才:舌  ‐唾褒:  イ壼1  )りそ

年   月   目

私 (私ども)は、

識別番号100205512(弁理士)出雲暖子氏

を以て代理人として下記事項を委任します。

記

1=すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標 (防護標

章)登録出願及び商標 1=在 (防護標章登録に基づ く権利)存続期間更新登録出願に関する手続並びにこれ らの出願

|こ 関する出願の放棄及び出願の取下げ
1。 すべての実用新案登録出願又 :ま意匠登録出願から特許出顕への変更
1。 すべての特許出願又は意匠登録出願から実用新案登録出願への変更
1,すべての特許出願又は実用新案登録出願から意匠登録出顕への変更
1。 すべての通常の商標登録出顕から団体商標の商標登録出願、地域団体商標の商標登録出願又 |ま 防護標章登録出願ヘ

の変更

1.すべての団体商標の商標登録出顆から通常の商標登録出額、地域団体商標の商標登録出願又 |ま 防護標章登録出額ヘ

の変更

1.すべての地域団体商標の商標登録出願から通常の商標登録出額、団体商標の商標登録出願又は防護標章登録出願ヘ

の変更

1.すべての防護標章登録出願から通常の商標登録出願、団体商標の商標登録出願又 |ま 地域団体商標の商標登録出顕ヘ

の変更

1.すべての特許出願又は実用新案登録出願 |こ基づく特許法第41条第1項又は実用新案法第8条第1項の規定 |こよる優先

権の主張及びその取下|ザ

1.すべての実用新案登録に基づく特許法第46条の2第 1項の規定 :こよる特許出願及び出願の取下げ
1.すべての特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び防護標章登録 :こ 基づく権利並びにこれら|こ 関する権利 |こ 関する手

続並び |ここれらの権利の放棄並び |ここれらの手続 |こ 関する請求の取下げ、中請の取下げ及び申立ての取下げ
1,すべての特許出願 :こ 関する出願公開の請求

1.すべての商標権存続期間更新登録の申請及び書換登録の申請
1.すべての特許 |こ 関する特許異議の申立て並び :こ商標 (防護標章)登録に関する登録異議の申立て:こ 関する手続
1.すべての特許、特許権の存続期間の延長登録、実用新案登録、意匠登録、商標登録、書換登録、防護標章登録及び商

標 (防護標章)更新登録 |こ対する無効審判の請求 |こ関する手続
1,すべての特許権及び実用新案権 |こ 関する訂正の審判の請求及びその取下げ
1,すべての商標登録 |こ対する取消しの審判の請求 |こ 関する手続
1。 すべての特許出願、特許権の存続期間の延長登録の出顕、意匠登録出願、商標登録出願、防護標章登録出願、商標権

(防護標章登録 |こ 基づく権利)存続期間更新登録出願及び書換登録の申請 |こ 関する拒絶査定 |こ 対する審判の請求及びそ
の取下げ

1.すべての意匠登録出願、商標登録出願及び防護標章登録出願 |こ 関する補正の却下の決定 |こ 対する審判の請求及びそ
の取下:ず

1.すべての特許発明、登録実用新案の技術的範囲、すべての登録意匠及びこれ :こ類似する意匠の範囲、すべての商標権、

防護標章登録 :こ 基づく権利の効力についての判定の請求
1.すべての他人の特許出願についての出願審査の請求並び :こ特許法施行規則第13条の2又 は第13条の3の規定による清

報の提供及び同規則第31条 の3の規定による優先審査 |こ 関する事情説明書の提出
1.すべての他人の実用新案登録出願についての実用新案法施行規則第22条又は第22条 の2の規定による情報の提供
1.すべての他人の商標登録出願についての商標法施行規則第19条の規定による情報の提供
1.すべての他人の特許権、特許権の存続期間の延長登録、実用新案権、意匠権、商標権、書換登録、防護標章登録 |こ 基
づく権利、商標 (防護標章)更新登録 |こ 関する無効審判の請求及びその取下げ
1.すべての他人の特許に関する特許異議の申立て並び |こ 商標 (防護標章)登録 :こ 関する登録異議の申立て及びこれらの

取下げ

1.すべての他人の商標権に関する商標登録の取り消しの審判の請求及びこれらの取下げ

1.すべての他人の実用新案登録出願又は実用新案登録 |こ 関する実用新案技術評価の請求

1.すべての他人の特許発明、登録実用新案の技術的範囲、すべての他人の登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲、す
べての他人の商標権、防護標章登録 |こ基づく権利の効力についての判定の請求

1.上記各項に関する行政不服審査法 :こ基づく諸手続
1.上記手続に関する復代理人の選任および解任

(居 所 )

(名 称 )

(代表者 )

所

名
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氏


